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   事 務 所 通 信 

小 笠 原 税 理 士 事 務 所 
〒272-0826 千葉県市川市市川真間 5-7-4 

mei_222@circus.ocn.ne.jp 

TEL 047-712-0466・FAX 047-712-0467 

 

小さな花びらが愛らしいコデマリ 

  

①  5月 10日・・・令和 3年 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限 

②  5月 31日・・・令和 3年 3月決算法人の確定申告期限（法人税・消費税・法人事業税等） 

③    5月中で都道府県の条例で定める日・・・自動車税 

④ 法人税・消費税・源泉所得税の納付期限の延長手続き・・・新型コロナ禍により、法人が期限までに申    

告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、「申請書」を提出し期限の延長が認められます。 

                           

   

①国民負担率過去最大の見通し・・・財務省は、2020年の国民負担率を 46.1％と発表した。前年比 1.7ポイ

ントの上昇で過去最大に。原因は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済の停滞で国民所得が減少した。 

国民負担率とは、国民所得に占める税金と社会保険料の合算、つまり所得の半分で生活を維持する必要がある。 

しかし、諸外国と比較すると OECD35 カ国中、日本は低い方から 10 カ国目。財務省は増税余地があると読む。 

②財産を相続しない相続人が手続きを簡単に済ませたい・・・遺言のない相続で財産を特定の一人に単独で 

相続させるには、相続人全員の話し合いで「遺産分割協議書」を作成するか、他の相続人が相続放棄をするこ

とが必要です。しかし、「相続分不存在証明書」という文書を作成して提出すれば手続きが簡単です。 

令和 3年 5月の税務と提出期限 

今月の気になった記事 

 

令和 3年 

 5 月号 
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令和 5 年 10月 1日から、「適格請求書保存方式（インボイス制度）」が導入されます。 

適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが、適格請求書（インボイス）を交付することができます。 

 

1. 制度導入までのスケジュール 

令和 5年 10月 1日から登録を受けるためには、原則として令和 5年 3月 31日までに登録申請書を 

提出する必要があります。 

令和 3 年 10 月 1 日            令和 5 年 3 月 31 日   令和 5 年 10 月 1 日 

 

登録事業者になろうとする事業者の方は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。 

登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。 

 

2. インボイス（適格請求書）の形式 

 ①適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみ「適格請求書」の発行が可能になります。 

免税事業者は「適格請求書」の発行はできません。 

②記載事項 

  1）適格請求書発行事業者の氏名又は名称 

2）取引年月日 

3）取引の内容 

4）受領者の氏名又は名称 

5）適格発行事業者の登録番号 

6）軽減税率の対象品目である旨「※」等の明記 

7）税率ごとに区分して合計した対価の額 

8）税率ごとに区分して合計した消費税等 

 

3.請求書発行事業者の登録 

令和 5年（2023年）10月 1日より、適格請求書発行事業者登録

制度の登録を受けた課税事業者は、取引の相手方（課税事業者）

から求められた場合の適格請求書等の交付及び写しの保存が義

務付けられます（適格請求書発行事業者として登録を受けた課税

事業者のみ適格請求書等を交付することができます。）。 

適格請求書発行事業者の登録については、令和 3年（2021年）10

月 1日からその申請を受け付けます。 

 

4.申請の流れ 

①、登録申請書を納税地の所轄税務署長宛に提出する 

②、税務署で登録申請書が審査される 

③、問題がなければ適格請求書発行事業者として、国税庁ホームページに公表される 

④、税務署から書面で登録された旨の通知が届く 

令和 3年 10月 1 日から 消費税 インボイス制度 受付開始！ 
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今、コロナ禍で働く人が増えた料理宅配。ここで働く人が事故にあったとき、「責任は誰がとるか？」で争い

が起きている。弁護士は、「配達人は、労働組合法の労働者だ」といい「会社側は「個人事業主で雇用関係は

ない」という、つまり個人事業主は、誰からも守られず、不安定な立場で働いているという現実だろう。 

労働組合法での「労働者」の判定基準                    

○各法の立法目的により労働者の範囲

が異なる。 

1.労組法は、企業と労働者の交渉力の

差を補う目的だ。対象者を「賃金、給

料及びこれに準ずる収入で生活する者」 

と規定する。 

2.労働基準法では、「事業に使用され賃

金を得ている者」を労働者とする。 

○20年 3月、フランスの最高裁は、企

業で就労する運転手と企業との間に雇

用関係があると判断し、労働者と判断

し、最低賃金や有給休暇が摘用される

こととなった。 

○内閣官房の推計では、個人フリーラ

ンサーは 462万人と派遣社員の 3倍以

上に達する。彼らが、労働者か否かは 

業務委託のビジネスモデルを大きく 

左右する。  

○フリーランスが「労働者」として 

労働基準監督署に調査の依頼をする 

ケースもあるので充分の検討を。                  

                                  

 

 

1.生命保険の受取人の確認をしていますか 

 若い頃加入した生命保険、毎年年末調整で使う控除証明書が送られてきますが、受取人欄を確認しています

かたまに、受取人が死亡していたり、離婚した相手であったりすると、トラブルに発展する可能性がありま

す。受取人の変更手続きは、早めに行っておくことが後々のトラブル防止に。 

2.確定申告書の提出後に誤りを発見！再提出はどうする？ 

 確定申告の期間中に誤りを発見した場合は、正しい申告書に「訂正申告」と赤字で申告期限内に提出すれば 

 後に提出したものが正しいものとして扱われます。しかし、確定申告の期限後の場合には、納税額が多すぎ

て税金を返してほしいときは、「更正の請求」納税額が少なかった場合は、「修正申告」になります。「更正

の請求」ができるのは、申告期限から５年以内です。 

2011年 4月 最高裁判所判例～6要素を提示 

①事業組織への組み入れ 

②契約内容の決定 

③報酬の労働対価性 

④業務の依頼に応ずべき関係 

⑤広い意味での指揮監督や時間・場所の拘束 

⑥顕著な事業者性 

 

2011年 7月 

 

 

厚労省 労使関係法～6 要素の重みを分類 

①②③を「基本的要素」、④⑤を「補充的要素」、 

⑥を「消極的（否定的）要素」に分類 

 

2019年 中央労働委員会～2段階で判断 

⑥の事業者性の強弱を実質的に優先し、その後① 

の事業組織への組み入れの有無など他要素を検討

する「2段階方式」 

 

 

 

 


